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土地区画整理事業における公
共施設充当用地についての事
業施行者の証明書の発行要件
の見直し

租税特別措置法（第
33条、第33条の4）
租税特別措置法施行
規則（第14条、第15
条）

土地区画整理法（第
2条、第109条）
土地区画整理法施行
令（第67条）

土地区画整理事業で減価補償金を交付
すべきこととなるものが施行される場
合において、公共施設の用地に充てる
べきものとして施行区域内の土地等が
買取られ、対価を取得する場合には、
譲渡所得の5,000万円特別控除が適用
可能となる。

　土地区画整理事業（先行買収）に係る事業施行
者の証明書の発行要件として、現在は「買取りに
係る土地が公衆用道路、公園又は雑種地として
登記されている場合にのみ証明書を発行するこ
と」と規定されているが、地目が宅地のままでも課
税の特例の対象とする。その場合において、買取
りに係る土地を公共施設の用地として登記をした
旨を証する書類として添付が義務づけられている
登記簿謄本に代えて「買収目的を記載した登記
承諾書の写し」、または、「地方自治法上の行政
財産としての財産台帳の写し」を認める。

　土地区画整理事業（減価補償金地区）における公共施設充当用地については、土地を先行買収す
ることができることとなっており、その土地の譲渡所得に課税の特例が適用できることとなっている。
　しかしながら、課税の特例を適用するには、「当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした
旨を証する書類」の添付が義務付けられており、更に、「当該買取にかかる土地が公衆用道路、公園
又は雑種地として登記されている場合にのみ証明書を発行」することとされている。
　また、土地区画整理事業運用指針では、「公共施設充当用地を取得した場合においては、法務局
と十分に調整の上現況に照らして当該土地は公共施設の用に供する土地として登記申請することが
望ましい」とされている。そのため、法務局（登記部門）へ当該土地の地目変更についての協議を行っ
たが、現況主義を根拠に地目変更に応じてもらえない状況にある。
（提案理由）
　本市が減価補償金の交付に代えて用地の先行買収を行おうとしている宅地に集合住宅があり、こ
の集合住宅をすぐに撤去せず、当面、中断移転の仮住居として有効活用することを検討している。こ
れは、①仮住居費の移転補償費の縮減(約9,000万円)、②中断移転者の負担軽減による事業の円滑
化、が見込まれることによる。当該土地の買取について課税の特例を適用したい。
（代替措置）
　①地目が宅地のままでも（証明書の発行を可能とし、）課税の特例の対象とする。
　②証明書発行の際の添付書類として、「買収目的を記載した登記承諾書の写し」、または、「地方自
治法上の行政財産としての財産台帳の写し」でも可能とする。

C －

租税特別措置法第33条第５項第３号の５は、「公共施設の用地に充てるもの」の譲渡につい
て、特例を定めているものである。本提案は「宅地」を特例の対象に追加してほしいというもの
であり、「『特区、公共サービス改革集中受付』募集要項」の留意事項における「単に税財源措
置の優遇を求めるもの」に該当するため、検討の対象とはならないものである。

1006010 松山市 愛媛県
法務省
財務省
国土交通省

070020
たばこの製造・販売に係るた
ばこ事業法の適用除外

たばこ事業法第８条
製造たばこは、日本たばこ産業株式会
社でなければ、製造してはならない。

たばこ事業法第３条原料用国内産葉たばこの生
産及び買入れ者に日本たばこ産業株式会社以外
に地方自治体を加えていただきたい。加えて同法
第８条のたばこの製造についても地方自治体も
製造者に加えていただきたい。

刻みたばこ原料「阿波葉」の生産と「たばこ資料館」で「刻みたばこ」を製造・販売することにより、三好
市の伝統産業「たばこ」を全国にアピールし、農業振興や観光振興等地域の活性化に資する。
（提案理由）
　三好市は、四国の中央部、徳島県の西端に位置している。たばこの伝来は、１６１２年頃諸国廻国
の修験者が、山城町大野へ来て植えたのが始まりである。今日まで４００年余り、葉たばこの栽培が
行われて来たが、来年から「刻みたばこ」の原料である在来種「阿波葉」の買い付けをしないことを決
定している。一方、本市は１９世紀に、たばこの製造販売を全国的に実施して栄えた「うだつ」の町並
みと阿波葉の歴史と文化を後世に伝承する上で、この灯火を消すことは出来ない。ついては、地域
の伝統を受け継ぐため地域でも「刻みたばこ」の製造・販売が出来るようたばこ事業法の緩和をお願
いしたい。
　また、特に刻みたばこ原料である「阿波葉」は気候が冷涼で急傾斜・極小の農地でも栽培できる上
に、野生鳥獣による食害等の被害も受けないことから、耕作放棄地の防止などにも繋がっており、
「阿波葉」栽培も存続させたい。

Ｃ －

我が国が平成１６年６月に締結した「たばこ規制に関する世界保健機関枠組条約（平成１７年
２月発効）」に基づいて、たばこ規制をより強化することが求められており、同条は、たばこの
製造に関する規制としても機能している。
　現在、こうした動きや、健康等への配慮を強めていく観点から、例えば小売等について、自
販機に対する規制強化といった取組みを進めている中で、製造について、特区という形式で
あったとしても、このような規制を緩和する措置をとることは困難と考えられる。

1017010 三好市 徳島県 財務省

070030 除雪機械の使用制限の撤廃

積雪寒冷特別地域に
おける道路交通の確
保に関する特別措置
法第3条、第6条

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律
第3条、第11条

「補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律」第11条において、補助
事業者は法令の定及び補助金等の交付
の目的に従つて誠実に補助事業を行う
ように努めるとともに、補助金等の他
の用途への使用をしてはならないとさ
れている。

　国庫補助を受けて購入した除雪機械の使用路
線の制限を撤廃する。

　国庫補助を受けて購入した除雪機械の使用路線の制限を撤廃することにより、効率的な除雪を行
う。
除雪事業は、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法により指定された路
線の除雪を行うにあたり、国庫補助を受けて実施している。同法に定める「指定路線」は昭和６０年に
指定以降見直しがされていないが、除雪が必要な路線は増加しており、国庫補助を受けない単独で
の除雪を行わざるを得ない路線が増加している。
　具体的には、地方公共団体が国庫補助を受けて購入した除雪機械は積雪寒冷地の指定をされた
各地方公共団体道しか除雪することが出来ず、各路線間を移動する場合に指定路線以外を走行す
る方が効率的な場合があり、さらにその際に除雪を行うことが出来れば、時間的にも短時間で除雪を
行うことが出来る。
　ついては、効率的な除雪を行うため、国庫補助を受けて購入した除雪機械の使用路線の制限を撤
廃することを要望する。

E -
要望事項については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に抵触するもので
はない。

1031010 鳥取県 鳥取県
財務省
国土交通省

070040
貨物の輸出及び輸入等にかか
る関税手続、検査要件の緩和

関税法第2条、第25
条、第67条、第105
条

関税法では、輸出入貨物の適正な処理
を図るため、輸出入貨物の通関手続及
び税関職員による検査を規定してい
る。また、当該輸出入貨物を運搬する
船舶の入出港に関しても、同法の規制
の対象としており、その一環として、
外国貿易船（外国貿易のため本邦と外
国との間を往来する船舶）を外国貿易
船以外の船舶として使用するとき、船
長に対して、資格変更の届出の義務を
課している。（外国貿易船以外の船舶
を外国貿易船として使用するときも同
様。）

現行法で規定されている貨物の輸入及び輸出に
ついて、船舶の構造及び乗、下船方法等を変更
し国内、国外の旅客船利用者との接触を遮断す
るなど、一定の要件を満たした外国航路船舶を使
用する場合に限り、船舶の資格変更(内、外航船
への変更)に伴う貨物の輸出入の手続き及び検
査を本邦出発地又は目的地で行なうことを可能と
する。

外国航路船舶(超高速船)を国内旅客輸送手段として活用することにより、減便、廃止されていく離島
と本土を結ぶ生活航路を確保するとともに、離島と本土の交流人口の拡大を図っていく。
提案理由:
離島と本土を結ぶ航路の経営状況は、利用者の減少や燃料価格の高騰により非常に厳しく、会社存
続のために航路の減便や休止を余儀なくされている。
しかし、本市の北部地域と本土を結ぶ航路(超高速船)は、移動距離や時間、経費を勘案すると島民
の生活を支える上で重要な移動手段であり、存続を図っていく必要がある。
そこで、韓国との国境に近接しているという本市の地理的な特性を活かし、福岡市と釜山市を結ぶ外
国航路船舶(超高速船)を本市の北部地域と福岡市とを結ぶ国内旅客輸送手段として活用し、島民の
生活路線の確保と交流人口の拡大を図っていくものである。
代替措置：
外国航路船舶を国内旅客輸送手段として活用するためには、船舶の資格の変更を行い、博多～比
田勝間を内変し、　比田勝～釜山間を外変することにより国内旅客輸送手段として活用を図ることが
できる可能性はあるが、　国内外の航路利用者の利便性を考慮すると、船舶の構造及び乗、下船の
方法等を変更し、国内、国外航路の旅客船利用者との接触を遮断する方法により、混乗による利用
と貨物の輸出入等手続き及び検査の緩和を図ることができるものと考えられる。
船舶の資格変更に伴う弊害：
釜山～博多間の外国航路利用者は、船舶の資格の変更を比田勝港(寄港地)で行った場合、一旦比
田勝港に上陸し出・入国の手続きを行ったあと再度、乗船し目的地に向かうこととなり、利便性を大き
く損なうことになる。

Ｅ ―

（１）要望事項は、離島と本土を結ぶ生活航路の確保等のため、博多港と韓国（釜山港）を結
ぶ、外国航路船舶（超高速船）の構造及び乗・下船方法等を変更し、国内・国外の旅客船利
用者との接触を遮断するなど、一定の要件を満たした場合に限り、船舶の資格変更に伴う、
貨物の輸出入の手続及び検査を本邦出発地又は目的地で行うことを求めているものである。
　しかしながら、要望事項にある専ら旅客の輸送を目的としている外国航路船舶（超高速船）
は、関税法上、外国貿易船（外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶）には該当し
ない。従って、このような外国航路船舶（超高速船）については、外国貿易船等（外国貿易船
及び外国貿易機）に対しての資格変更を規定する関税法第25条に基づく資格変更手続を要
さない。
　本要望は、同法第25条の資格変更手続が弊害となっているとの認識の下、同制度の緩和
を求めるものであるが、本要望における外国航路船舶（超高速船）については同条に基づく資
格変更手続を要さないことから、事実誤認と思料する。
（２）なお、税関は、悪質・巧妙化する社会悪物品等の密輸阻止や関税・消費税のほ脱の阻止
等を図る観点から、船舶等の資格に関係なく、本邦と外国を往来する船舶等に乗船する全て
の旅客及び乗組員の手荷物について、関税法第67条及び第105条に基づく検査を実施して
いるところである。
　本要望では、本邦と外国を往来する船舶内や乗下船時において、国内旅客と国際旅客との
間の接触を遮断するなどの一定の措置を行うとのことであるが、船舶内及び乗下船時におい
て、国内旅客と国際旅客の直接的な接触又は乗組員を介した間接的な接触を完全に遮断
し、旅客・乗組員による密輸品等の手渡し・隠匿といった行為を完全に阻止するとともに、これ
を確実に担保することは困難であると思料される。
　したがって、本邦と外国を往来する船舶に国内・国際旅客を混乗させ、船内及び乗下船時
において、これら旅客の接触を遮断する方法により、輸出入手続及び検査の緩和を図ること
は困難である。

外国航路船舶を活
用した国内旅客輸
送手段確保プロ
ジェクト

1049010 対馬市 長崎県 財務省
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